
◎海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する

法律 
（平成一八年六月一四日法律第六八号）   

一、提案理由（平成一八年四月一一日・参議院国土交通委員会） 

○国務大臣（北側一雄君） ただいま議題となりました海洋汚染等及び海上災害の防止

に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 平成十二年三月に国際海事機関において採択されました二千年の危険物質及び有害物

質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書は、各締約国に対しまして、

危険物質及び有害物質による汚染事故に対応するための国内体制の整備及び国際協力の

推進を求めており、平成十九年前半の発効が見込まれております。 

 我が国としても、国際的な連携の下に、海洋汚染及び海上災害の防止を図るための措

置を講じ、国際的な責務を果たしていく必要があります。 

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、船長、船舶所有者等は、大量の有害液体物質が排出された場合において、有

害液体物質の防除のための応急措置等を講じなければならないこととしております。 

 第二に、一定の船舶の船舶所有者は、有害液体物質の防除のために必要な資材、機械

器具及び要員を確保等しておかなければならないこととしております。 

 第三に、一定の有害液体物質保管施設の設置者等は、有害液体汚染防止緊急措置手引

書を作成し、これを当該施設内に備え置かなければならないこととしております。 

 第四に、油、有害液体物質又は危険物の排出のおそれがある場合等において、海上保

安庁長官が船舶所有者等に対し、所要の措置を講ずべきことを命ずることができること

としております。 

 第五に、海上保安庁長官の指示に基づき、独立行政法人海上災害防止センターが有害

液体物質の防除のため必要な措置を講ずることとしております。 

 その他、海洋環境保全の見地から、環境大臣による査定が行われていない物質を船舶

により輸送してはならないこととするなど、所要の規定の整備を行うこととしておりま

す。 

 以上がこの法律案を提案する理由でございます。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、参議院国土交通委員長報告（平成一八年四月一四日） 

○羽田雄一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協

力に関する議定書の実施等に伴い、有害液体物質及び危険物並びに特定油以外の油によ

る海洋汚染及び海上災害に対して迅速かつ効果的に対処し得る体制を確立するため、船



長、船舶所有者等に対する防除措置の義務付け、海上保安庁長官による防除計画の策定

等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、法律案提出の背景と施行の効果、有害液体物質の防除体制の

確立、新たな防除措置の周知徹底、海上保安庁の装備、人員の増強等について質疑が行

われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、衆議院国土交通委員長報告（平成一八年六月八日） 

○林幹雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に

関する議定書の実施等に伴い、有害液体物質及び危険物並びに特定油以外の油による海

洋汚染及び海上災害に対して迅速かつ効果的に対処し得る体制を確立するため、所要の

措置を講じようとするもので、その主な内容は、 

 第一に、船長、船舶所有者等は、大量の有害液体物質が排出された場合において、有

害液体物質の防除のための応急措置等を講じなければならないこと、 

 第二に、一定の船舶の船舶所有者は、有害液体物質の防除のために必要な資材、機械

器具及び要員を確保等しておかなければならないこと、 

 第三に、海洋環境保全の見地から、環境大臣による査定が行われていない液体物質を

船舶により輸送してはならないこと 

などであります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十九日本委員会に付託され、三十一日

北側国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、昨六月七日質疑を行い、質疑終了後、

採決いたしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決し

た次第であります。 

 以上、御報告申し上げます。 

 


